
1 

◎新潟県教育委員会訓令第３号 

教 育 庁 本 庁 

県 立 学 校 

新潟県立学校における事務決裁及び文書等に関する規程（昭和46年12月新潟県教育長訓令第12号）の一部を次

の表のように改正し、令和７年４月１日から実施する。 

令和７年３月28日 

新潟県教育委員会 

   教育長  佐 野  哲 郎 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

２ この規程において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号の定めるところによる。 

(1) 学校 新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条

例第46号）別表第１に掲げる「高等学校｣､別表

第２に掲げる「中等教育学校｣及び別表第３に

掲げる「特別支援学校」をいう。 

 

(2)～(5) (略） 

 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

２ この規程において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号の定めるところによる。 

(1) 学校 新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条

例第46号）別表第１に掲げる「高等学校｣､別表

第２に掲げる「中等教育学校｣､別表第３に掲げ

る「特別支援学校」及び別表第４に掲げる「幼

稚園」をいう。 

(2)～(5) (略） 

 

（収受及び配付手続） 

第８条 学校に到達した文書及び貨物（以下「文書

等」という｡)は、文書取扱者が収受し、次の各号

により処理しなければならない。 

(1）・（2） （略） 

(3) 前２号の規定による引継ぎ又は配付を受けた

担当者は、次に掲げる場合を除き、必要な事項

を公文書管理システムに登録すること。 

ア・イ （略） 

ウ 文書に行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第５項に規定する個

人番号又は同条第９項に規定する特定個人情

報が含まれる場合 

エ （略） 

(4)～(6) (略） 

２・３ （略） 

（収受及び配付手続） 

第８条 学校に到達した文書及び貨物（以下「文書

等」という｡)は、文書取扱者が収受し、次の各号

により処理しなければならない。 

(1）・（2） （略） 

(3) 前２号の規定による引継ぎ又は配付を受けた

担当者は、次に掲げる場合を除き、必要な事項

を公文書管理システムに登録すること。 

ア・イ （略） 

ウ 文書に行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第５項に規定する個

人番号又は同条第８項に規定する特定個人情

報が含まれる場合 

エ （略） 

(4)～(6) (略） 

２・３ （略） 

 

別表第２（第36条、第36条の２関係） 

番号 学校の名称 記号 

（略） （略） （略） 

特20 新潟県立柏崎特別支援学校 柏特 

   

別表第２（第36条、第36条の２関係） 

番号 学校の名称 記号 

（略） （略） （略） 

特20 新潟県立柏崎特別支援学校 柏特 

幼１ 新潟県立幼稚園 幼 

  

 

 


